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１．事例の概要 

初産婦。妊娠１１週に悪阻と肝機能悪化のため当該分娩機関に搬送され、

症状が改善したため妊娠１６週に退院となった。退院後も嘔気、嘔吐があり、

妊娠２５週に消化器科で胃炎と逆流性食道炎と診断された。妊娠２９週に妊

産婦は、頭痛が嘔気時や午後に多いと話し、入院となった。検査結果から、

悪阻、脱水傾向による飢餓状態からの肝機能障害、電解質異常と考えられた。

妊娠３１週３日の消化器科医の診察で、妊娠急性脂肪肝やＨＥＬＬＰ症候群

を積極的に疑う徴候はなく、印象としては悪阻に伴う肝機能障害であると判

断され、妊娠３１週６日に退院となった。 

妊娠３７週２日に妊産婦は妊婦健診のため当該分娩機関を受診し、分娩監

視装置が装着された。分娩監視装置が外される約２分前から高度遷延一過性

徐脈が出現した。分娩監視装置が外されてから約４０分後に医師により超音

波断層法が行われ、胎児心拍数は３０拍／分台で非常に弱かった（診療録の

記載による）。緊急帝王切開が決定され、決定から約２１分後に児が娩出され

た。児の腕に臍帯が１回巻絡していた。羊水は緑色に混濁し、卵膜と臍帯に

緑染がみられた。胎盤病理組織学検査は、「胎盤本体には小さな梗塞壊死が多

発しており、肉眼的にも白色調の部分がみられる。」との所見であった。 

児の在胎週数は３７週２日、体重は２４４０ｇであった。臍帯血が採取で

 - 1 - 



きなかったため、臍帯血ガス分析は行われなかった。出生時、心拍数は１０

０回／分以下で、啼泣等はみられなかった。直ちに蘇生が開始された。アプ

ガースコアは、生後１分１点（心拍１点）、生後５分０点であった。ＮＩＣＵ

入室後の静脈血ガス分析値は、ｐＨ６．７５、ＰＣＯ２１２２ｍｍＨｇ、ＰＯ

２６３．２ｍｍＨｇ、ＨＣＯ３
－８．１ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－２３．４ｍｍｏ

ｌ／Ｌ、乳酸１５ｍｍｏｌ／Ｌであった。生後１時間の頭部超音波断層法で、

脳室内出血はなく、側脳室は不明瞭で、脳室周囲高輝度域Ⅰ～Ⅱ度、前大脳

動脈ＲＩ０．５８、中大脳動脈ＲＩ０．５９であった。生後５日の頭部ＣＴ

は、「両側大脳半球白質はびまん性に低吸収領域を呈しており、基底核、視床

とも低吸収領域と思われる。両側小脳半球の吸収値もびまん性にやや低い印

象である。重症新生児仮死を疑う。両側脳室、第三脳室はスリット状である。

両側脳室内には脳室内出血が疑われる。」との所見であった。 

本事例は、病院における事例であり、産婦人科専門医３名（経験７年、１

０年、１９年）、産科医２名（経験２年、３年）、小児科医２名（経験７年、

３０年）、麻酔科医１名（経験１９年）と助産師２名（経験１５年、２９年）

が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例の脳性麻痺発症の原因は、出生約１時間前より突然発生した高度遷

延一過性徐脈から、高度徐脈となり、胎児が高度の低酸素・酸血症になり、

その状態が出生まで持続したことであると考えられる。低酸素状態となった

原因は、臍帯の物理的圧迫であった可能性が高いと考えられる。また、短時

間で急激な徐脈が発生したことを考慮すると臍帯下垂のような非可逆的な臍

帯圧迫が存在していた可能性も考えられる。 

 

 - 2 - 



３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠中の管理は一般的である。妊娠３４週に非ステロイド性消炎鎮痛薬の

貼付剤を処方したことは、非ステロイド性消炎鎮痛薬の投与による動脈管収

縮・急性心不全を引き起こす可能性があり、添付文書、「産婦人科診療ガイド

ライン－産科編２００８」でも指摘されていることから、基準から逸脱して

いる。 

高度遷延一過性徐脈が認められ、胎児心拍数の回復がみられない状態で分

娩監視装置を外したことは医学的妥当性がない。医師が胎児徐脈を確認した

後、胎児機能不全の適応で緊急帝王切開を決定し、決定から約２１分後に児

を娩出させたことは適確である。 

新生児の蘇生・管理は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）胎児心拍数陣痛図の判読と対応について 

本事例では、胎児心拍数陣痛図で高度遷延一過性徐脈が認められ、胎

児心拍数の回復がみられない状態で分娩監視装置が外された。胎児心拍

数陣痛図の判読と対応について、院内勉強会の開催や研修会へ参加する

ことが必要である。また、分娩監視装置を外す判断は、医師または胎児

心拍数陣痛図の判読ができる看護スタッフが行う必要がある。 

 （２）尿蛋白陽性となった場合の確認検査について 

    本事例では、妊娠中に尿蛋白（＋）が３回みられていた。尿蛋白が正

常範囲外となる場合は、確認検査として蛋白／クレアチニン比検査、も

しくは尿中蛋白定量法を行う必要がある。 

（３）非ステロイド性消炎鎮痛薬の投与について 
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    本事例では、妊娠３４週に非ステロイド性消炎鎮痛薬の貼付剤が処方

された。妊娠後期の非ステロイド性消炎鎮痛薬の投与は、動脈管収縮、

胎児循環持続症といった事象を引き起こすことがあるため、今後は、「産

婦人科診療ガイドライン－産科編」および薬剤添付文書を参照の上、投

与を控える必要がある。 

（４）診療録の記載について 

本事例では、分娩監視装置が外された際の判断や医師が異常波形と判

断した時刻が診療録に記載されていなかった。異常出現時の母児の状態、

および急速遂娩の施行の判断と根拠等については詳細に記載することが

望まれる。 

（５）事例検討について 

アプガースコアの低い児が出生した場合には、院内で事例検討を実施

することが望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

  特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

特になし。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 
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